
函館市測量ならびに建設工事に係る調査および設計業務最低制限価格制

度実施要領 

 

 （趣旨） 

第１条 この要領は，市が条件付き一般競争入札または指名競争入札（ 

 以下「入札」という。）により測量業務ならびに建設工事に係る調査 

および設計業務の委託契約を締結しようとする場合において，当該契 

約の内容に適合した履行の確保を目的として，地方自治法施行令（昭 

和２２年政令第１６号。以下「政令」という。）第１６７条の１０第 

２項（政令第１６７条の１３において準用する場合を含む。）の規定 

により最低制限価格を設けることに関し，必要な事項を定めるものと 

する。 

 （対象業務） 

第２条 最低制限価格を設ける測量業務ならびに建設工事に係る調査お 

よび設計業務（以下「対象業務」という。）は，予定価格が５０万円 

を超える業務とする。 

 （基準価格の設定） 

第３条 最低制限価格を設ける場合の基準となる価格（以下「基準価格」 

 という。）は，対象業務の予定価格（消費税および地方消費税相当額 

 を除く。以下同じ。）算出の基礎となった次の各号に掲げる業務の区 

分に応じ，当該各号に定める額（その額に１円未満の端数があるときは， 

その端数を切り捨てた額）の合計額とする。ただし，その額が当該予 

定価格に１０分の８を乗じて得た額を超える場合にあっては１０分の 

８を乗じて得た額とし，当該予定価格に１０分の６を乗じて得た額に 

満たない場合にあっては１０分の６を乗じて得た額とする。（地質調 

査業務にあっては，「１０分の８」とあるのは「１０分の８．５」と， 

「１０分の６」とあるのは「３分の２」と読み替えるものとする。） 

(1) 測量業務 

  ア 直接測量費の額 

  イ 測量調査費の額 



  ウ 諸経費の額に１０分の３を乗じて得た額 

(2) 建築関係コンサルタント業務 

  ア 直接人件費の額 

  イ 特別経費の額 

  ウ 技術料等経費の額に１０分の５を乗じて得た額 

  エ 諸経費の額に１０分の５を乗じて得た額 

(3) 土木関係コンサルタント業務および補償関係コンサルタント業務 

  ア 直接人件費の額 

  イ 直接経費の額 

  ウ 技術経費の額に１０分の５を乗じて得た額 

  エ 諸経費の額に１０分の５を乗じて得た額 

(4) 地質調査業務 

  ア 直接調査費の額 

  イ 間接調査費の額 

  ウ 解析等調査業務費の額に１０分の７を乗じて得た額 

  エ 諸経費の額に１０分の３を乗じて得た額 

２ 前項の規定にかかわらず，特に必要があると認められるときは，基 

 準価格を対象業務の予定価格に１０分の６を乗じて得た額から１０分 

 の８．５を乗じて得た額までの範囲内で定めることができる。 

 （基準価格の記載） 

第４条 対象業務に係る基準価格を設定したときは，当該基準価格を予 

 定価格調書に記載するものとする。 

 （入札参加者への周知） 

第５条 この要領の規定により最低制限価格を設けるときは，一般競争 

 入札の公告および指名競争入札の通知等，適宜の方法により周知する 

 ものとする。 

 （最低制限価格の算定方法） 

第６条 最低制限価格は，対象業務の予定価格に１０分の６を乗じて得 

 た額から１０分の８を乗じて得た額（地質調査業務にあっては，３分 

の２を乗じて得た額から１０分の８．５を乗じて得た額）までの範囲 



内であって，次の各号に掲げる区分に応じ，当該各号に定める価格と 

する。 

 (1) 有効な入札書の最低の価格が基準価格以上の場合 当該基準価格 

 (2) 有効な入札書の最低の価格が基準価格を下回る場合 当該入札に 

  おける有効な入札書について，その平均額（その額に１円未満の端 

  数があるときは，その端数を切り捨てた額）を求めて得た額（その 

  額が当該基準価格を上回った場合は当該基準価格の額） 

２ 前項に規定する「有効な入札書」とは，次の各号のいずれにも該当 

 しないものをいう。 

 (1) 政令第１６７条の４の規定に該当する者が入札した入札書 

 (2) 条件付き一般競争入札において，函館市条件付き一般競争入札要 

綱第５条各号（第５号を除く。）のいずれかに該当しない者が入札 

した入札書 

(3) 条件付き一般競争入札において，業務ごとに定める入札参加資格 

のない者が入札した入札書 

 (4) 開札までの間に前３号の規定により入札参加資格を満たさなくな 

  った者が入札した入札書 

 (5) 函館市契約条例施行規則（昭和３９年規則第４号）第１７条の規 

  定に該当し，無効とした入札書 

 (6) 他の入札参加者のうちに協同組合，協業組合，企業組合その他こ 

  れらに類するものがある場合において，その構成員が入札した入札 

  書 

 (7) 条件付き一般競争入札において，一般書留または簡易書留のいず 

れかにより，かつ，入札日を配達指定日として函館市財務部調度課 

あてに郵送する方法以外の方法により入札した入札書 

 (8) 予定価格を事前公表した対象業務において，その金額よりも高い 

  金額で入札した入札書 

 (9) 予定価格の１０分の６（地質調査業務にあっては，３分の２）に 

満たない金額で入札した入札書 

 （委任） 



第７条 この要領の実施に関し必要な事項は，市長が別に定める。 

   附 則 

 この要領は，平成２１年８月１日から施行する。 


